
 熊 谷 市 行 政 改 革 推 進 委 員 会 

第 1 回 次 第 
 
                日 時 平成３０年６月２７日（水） 
                    午前１０時から１１時３０分まで 
                場 所 市役所本庁舎３０３会議室 
 

 開  会 
 
１ 委嘱状の交付 
 
２ 市長あいさつ 
 
３ 自己紹介 
 
４ 正副会長の選出 
 
５ 正副会長あいさつ 
 
６ 議  題 
（１）会議の公開について 
 
（２）出張所統廃合及び土曜開庁業務の見直しについて 
 
（３）今後の日程及び会議内容について 
 

 閉  会 
 
 
 
 
 
 
 
 



熊谷市行政改革推進委員会委員名簿 
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熊谷市附属機関の会議の公開に関する要綱 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、市政運営の公正の確保と市の政策形成過程の透明性の向

上を図るとともに、開かれた市政運営の実現のため、本市における附属機関

の会議の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（定義） 
第２条 この要綱において「附属機関」とは、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、法律又は条例により市が設

置する行政執行のために必要な調停、審査、審議又は調査を行う機関をいう。 
（会議公開の原則） 
第３条 附属機関の会議は、原則公開とする。ただし、次のいずれかに該当す

るときは、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。 
⑴ 当該附属機関の法令又は条例（規則及び規程を含む。）の規定により、

会議が非公開とされているとき。 
⑵ 熊谷市情報公開条例（平成１７年条例第１０号）第７条第１項に規定す

る非公開情報に該当する事項について審議等を行うとき。 
⑶ 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障

が生ずると認められるとき。 
⑷ 当該会議の公開又は非公開が決定していない場合において、当該会議の

公開又は非公開について協議を行うとき。 
２ 前項の規定により公開とされた会議について、傍聴希望者は、この要綱の

定めるところにより、傍聴することができる。 
（会議の公開又は非公開の決定） 
第４条 附属機関の長は、前条に規定する基準に基づき、会議の公開又は非公

開の決定を行うものとする。 
２ 附属機関の長は、会議の審議事項に非公開とする事項とそれ以外の事項が

ある場合において、審議を分割して行うことができると認められるときは、

非公開にかかる部分を除いて、会議を公開するものとする。 
３ 附属機関の長は、会議の全部又は一部を非公開としたときは、市民等が理

解できるよう、その理由を明らかにしなければならない。 
（会議開催の事前公表） 
第５条 所管課長は、公開により、会議を開催するに当たっては、当該会議の

開催予定日の７日前までに、会議開催のお知らせ（様式第１号）により、公

表するものとする。ただし、会議の開催について緊急を要する場合その他や

むを得ない理由があるときは、この限りでない。 



２ 前項の公表は、附属機関の会議のお知らせを情報公開コーナーでの閲覧に

供するとともに、市ホームページに掲載する方法等により行うものとする。 
（傍聴手続等） 
第６条 附属機関は、公開する会議における傍聴人の定員及び傍聴に係る手続

をあらかじめ定めるものとする。 
２ 傍聴の受付は、先着順又は抽選とする。 
３ 前項の抽選は、当該会議の開始を遅延させないように行うものとする。 
（遵守事項） 
第７条 傍聴人は、会議を傍聴するに当たって次に掲げる事項を遵守しなけれ

ばならない。 
⑴ 附属機関の委員等の発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明

しないこと。 
⑵ 会議の会場において発言しないこと。 
⑶ はち巻き及び腕章等の示威的行為をしないこと。 
⑷ 撮影、録音その他これらに類する行為をしないこと。 
⑸ 談話、飲食及び喫煙等をしないこと。 
⑹ その他会議の進行を妨げる行為をしないこと。 

（会議の秩序維持） 
第８条 附属機関の長は、会議を公開するに当たって会議が公正かつ円滑に行

われるよう、傍聴人に前条の遵守事項を従わせ、当該会議の秩序の維持に努

めなければならない。 
２ 附属機関の長は、傍聴人が前条の遵守事項に従わないときは、これを制止

し、その指示に従わないときは、退室させることができる。 
（会議資料の提供） 
第９条 附属機関の長は、会議を公開するに当たっては、当該会議に付する会

議次第及び会議資料を傍聴人に配布するものとする。ただし、配布が困難と

認められるときは、会場において傍聴人の閲覧に供するよう努めるものとす

る。 
（会議記録の写しの閲覧） 
第１０条 附属機関は、会議を開催したときは、会議終了後速やかに会議記録

（様式第２号）を作成し、当該会議記録の写しを情報公開コーナーに備え置

き、当該会議を開催した日の属する年度の翌年度の末日まで、市民の閲覧に

供するとともに、市ホームページに掲載する方法等により行うものとする。 
２ 附属機関は、会議の全部又は一部を非公開とした場合であっても、当該会

議に係る会議記録について会議の概要等を記載することにより、公開するよ



うに努めるものとする。 
（委任） 
第１１条 この要綱に定めるもののほか、附属機関の会議の公開等に関し必要

な事項は、それぞれの附属機関において別に定める。 
  

  附 則 
この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 
  附 則 
この要綱は、決裁の日から施行する。（平成２９年２月１日総合政策部長決裁） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【取扱件数（平成28年度）】 【出張所取扱件数の推移】
№ 施設 取扱件数 割合

1 本庁舎 211,972 69.10%

2 大里 10,643 3.47%

3 妻沼 31,587 10.30%

4 江南 16,351 5.33%

270,553 88.20%

1 中条 2,194 0.71%

2 奈良 3,620 1.18%

3 別府 3,457 1.13%

4 三尻 9,700 3.16% 【土曜開庁来庁者数】
5 吉岡 2,021 0.66%

6 星宮 1,429 0.47%

7 久下 2,528 0.82%

8 佐谷田 2,454 0.80%

9 玉井 6,654 2.17%

10 大麻生 2,148 0.70%

36,205 11.80%

306,758 100.00%

小　計

小　計

合　計

窓口業務の再編方針（案）について

１ 出張所を含む重複施設及び休日開庁業務の見直しが行政改革の課題である。

２ 平日休みづらい市民へのサービス提供・拡充を図る。
・ 出張所の取扱件数は全体の１２％

・ マイナンバーカードにより、コンビニ交付サービスが全国（市内では８４店舗）で可能

・ 申請時の添付書類（住民票の写し等）の省略・簡素化を推進

・ 土曜開庁利用者の９１％は、本庁舎及び妻沼行政センターを利用

１ 出張所の統廃合等

⑴ 現在の出張所を全て廃止し、さくらめいと敷地内に新出張所を開設する。

・新出張所は、土曜日も業務を取り扱う。

・大里ふれあいセンターでの住民票の写しの発行事務を廃止する。

⑵ 現出張所廃止は平成３０年１２月末、新出張所開設は平成３１年１月４日とする。

⑶ 出張所職員が兼務する公民館は、従来同様の運営ができる職員体制とする。

２ 土曜開庁の見直し及び取扱業務の拡大

⑴ 本庁舎は、新たに転入・転出等の住民異動業務を取り扱うとともに、保険年金課、

こども課の関連業務も行う。

⑵ 妻沼行政センターは、現在の取扱業務のまま、開庁時間を午前のみとする。

⑶ 大里行政センター及び江南行政センターは土曜開庁（半日）を廃止する。

⑷ 現行体制での土曜開庁は平成３０年１２月末までとし、新体制での土曜開庁は

平成３１年１月１２日（土）からとする。

３ 今後の予定

⑴ ６月 再編方針について、市報・ホームページに掲載・周知

⑵ ６月 地域説明会の開催

⑶ １０月 実施について、市報・ホームページに掲載・周知

【再編方針（案）】

【現状及び課題】



本庁舎、行政センター、出張所等の位置図

407号

17号BP

17号

125号BP

140号BP

140号

17号

407号

＊1　薄灰色の区域界は、各小学校の校区を示しています。

＊2　人口は、2016年1月1日現在の行政区（旧大字等）別の住民基本台帳人口を

　　上記の地区別に集計したものです（概算）。

利根川

上越新幹線

秩父鉄道
荒川

荒川

高崎線

秩父鉄道

　　　125号

＊　円の半径は約３キロメートル

上越新幹線

17号BP

高崎線
● 中条出張所

● 奈良出張所

● 星宮出張所

●玉井出張所

文

● 三尻出張所

西部エリア

47,500人

南部エリア

27,200人

東部エリア

27,100人

北部エリア

36,200人

中央エリア

62,700人

● 熊谷駅連絡所

籠原駅連絡所

●

● 吉岡出張所

● 大里ふれあいセンター

● 久下出張所

● 佐谷田出張所

● 大麻生出張所

● 別府出張所

●妻沼行政センター

●大里行政センター

●江南行政センター

●さくらめいと

●熊谷市役所本庁舎


